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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）(1) 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 第２期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失のため、記載をしてお

りません。 

(3) 従業員数は、就業人員数を記載しております。 

(4) 第４期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用してお

ります。 

回次 第２期中 第３期中 第４期中 第２期 第３期 

会計期間 

自 平成16年 
３月１日 

至 平成16年 
８月31日 

自 平成17年 
３月１日 

至 平成17年 
８月31日 

自 平成18年 
３月１日 

至 平成18年 
８月31日 

自 平成16年 
３月１日 

至 平成17年 
２月28日 

自 平成17年 
３月１日 

至 平成18年 
２月28日 

売上高 (百万円) 434,073 418,955 390,907 887,782 842,009 

経常利益 (百万円) 9,163 8,680 7,603 16,898 19,943 

中間（当期）純利益

又は当期純損失(△) 
(百万円) 4,593 10,567 6,510 △4,067 9,088 

純資産額 (百万円) 137,186 139,537 154,212 129,025 140,018 

総資産額 (百万円) 621,783 614,133 576,838 636,879 597,349 

１株当たり純資産額 (円) 278.57 284.04 313.28 261.36 283.92 

１株当たり中間 

（当期）純利益又は

当期純損失(△) 

(円) 9.72 22.38 14.36 △8.60 18.24 

潜在株式調整後１株

当たり中間（当期）

純利益 

(円) 9.59 20.68 13.27 ― 16.86 

自己資本比率 (％) 22.1 22.7 26.7 20.3 23.4 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 16,753 219 12,992 28,717 13,286 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) △8,734 885 23,522 △25,303 1,750 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円) 1,774 △1,646 △36,988 5,612 △20,596 

現金及び現金同等物

の中間期末（期末）

残高 

(百万円) 29,071 27,780 22,477 28,247 22,965 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
(名) 

11,730 

(6,272) 

10,113 

(6,198) 

9,469 

(5,639) 

11,425 

(6,137) 

9,903 

(6,091) 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）(1) 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間（当期）純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益」については、中間連結財務諸表を作成している為、記載を省略しております。 

(3) 従業員数は、就業人員数を記載しております。 

回次 第２期中 第３期中 第４期中 第２期 第３期 

会計期間 

自 平成16年 
３月１日 

至 平成16年 
８月31日 

自 平成17年 
３月１日 

至 平成17年 
８月31日 

自 平成18年 
３月１日 

至 平成18年 
８月31日 

自 平成16年 
３月１日 

至 平成17年 
２月28日 

自 平成17年 
３月１日 

至 平成18年 
２月28日 

売上高 (百万円) 408,436 391,163 362,779 833,870 787,774 

経常利益 (百万円) 6,199 5,114 4,812 9,624 10,820 

中間（当期）純利益

又は中間（当期） 

純損失(△) 

(百万円) 1,442 7,064 △3,730 △8,698 409 

資本金 (百万円) 37,404 37,404 37,404 37,404 37,404 

発行済株式総数 (株) 515,022,356 515,022,356 515,022,356 515,022,356 515,022,356 

純資産額 (百万円) 116,925 112,562 100,961 106,885 106,889 

総資産額 (百万円) 545,207 537,984 511,611 558,582 529,539 

１株当たり配当額 (円) 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 

自己資本比率 (％) 21.4 20.9 19.7 19.1 20.2 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
(名) 

8,124 

(3,160) 

7,069 

(3,460) 

6,807 

(3,275) 

7,904 

(3,211) 

6,924 

(3,351) 



２【事業の内容】 

(1) 事業内容の重要な変更 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。 

(2) 主要な関係会社の異動 

（不動産管理業） 

 名古屋ビルサービス㈱（連結子会社）を存続会社として、製造卸売業の㈱名古屋三越フードサービス（連結

子会社）を平成18年３月に合併しました。 

（製造卸売業） 

 ㈱名古屋三越フードサービス（連結子会社）は、不動産管理業の名古屋ビルサービス㈱（連結子会社）を存

続会社として平成18年３月に合併しました。また、㈱サンナカムラ（連結子会社）は、平成18年８月に清算が

結了しました。 

３【関係会社の状況】 

(1) 合併 

 ㈱名古屋三越フードサービス（連結子会社）は、名古屋ビルサービス㈱（連結子会社）を存続会社として平成

18年３月に合併しました。 

(2) 清算 

 ㈱サンナカムラ（連結子会社）は、平成18年８月に清算が結了しました。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）(1) 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの

出向者を含む就業人員であります。 

(2) 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）(1) 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。 

(2) 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。 

(3）労働組合の状況 

 当社グループには、㈱三越の組合員からなる三越労働組合があり、「日本サービス・流通労働組合連合（ＪＳ

Ｄ）」に加盟しております。 

 なお、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。 

  （平成18年８月31日現在）

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

百貨店業 7,349（3,548） 

不動産管理業 1,153（  993） 

その他事業 967（1,098） 

合計 9,469（5,639） 

  （平成18年８月31日現在）

従業員数（名） 6,807（3,275） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間を振り返りますと、わが国経済は、企業収益の改善や輸出の増加や国内消費の拡大を見込ん

だ設備投資の増加、雇用状況の改善により堅調に回復し、同時に個人消費も堅調に推移いたしました。 

一方で、原油をはじめとする原材料価格の上昇やゼロ金利解除に伴う金利の上昇懸念など景気に対する先行き不

透明感が払拭しきれない状況もあります。 

このような状況下、営業面につきましては、上半期を通じて商品売上高が前年実績を下回り、単体で前年同期比

92.7%となりました。これは昨年度の店舗閉鎖、特殊売上（愛・地球博）、本年５月の吉祥寺店の閉鎖、本店地下

バリアフリー工事に伴う営業面積の減少、ブランド価値を損なうバーゲンの廃止、建装事業の子会社への移管によ

るものがあり、その要因を差し引いた実態としては単体で前年同期比99.5%と捉えております。 

コスト削減の取り組みといたしましては、昨年度に引き続き、購買管理、物流事業の再構築を実施いたしまし

た。 

 販管費全体では、昨年の店舗閉鎖に伴う早期退職優遇措置の実施、子会社の事業終了に伴う早期退職特別措置の

実施により、人件費を削減いたしました。また、昨年の店舗閉鎖などの影響により物流費、宣伝費が削減されるな

ど、合計で66億円の削減をいたしました。 

以上の結果、売上高は3,909億７百万円（前年同期比93.3%）、経常利益は76億３百万円（前年同期比87.6%）で

ありましたが、特別利益として物流施設の売却による固定資産売却益141億５千５百万円等を計上、特別損失とし

て減損損失151億８千４百万円等を計上したため、中間純利益は65億１千万円（前年同期比61.6%）となりました。

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 百貨店業 

当社グループの中核であります百貨店業の営業力強化につきましては、重点売場の拡大、売場運営モデルの策

定を中心に、全社を挙げて「新・三越モデル」の基盤整備に向けた取り組みを進めてまいりました。 

商品面では天候不順によるファッション部門の不調や中元ギフト商戦が低調に推移いたしましたが、お得意様

のご招待会や美術、宝飾品、旅行等の付加価値の高い商品の販売強化により、年間買上額５０万円以上の顧客数

が増加いたしました。特に戦略的に投資を行った銀座店、仙台店、松山店では買上上位の顧客数が大きくプラス

になるなど、着実に成果があらわれております。 

なお、海外店舗については、６月にハワイ三越を閉鎖いたしました。 

以上の結果、売上高3,717億９千２百万円（前年同期比92.8%）、営業利益47億９千３百万円（前年同期比

90.1%）となりました。 

② 不動産管理業 

不動産管理業においては、３月に施設管理業務に特化した株式会社三越環境ビル管理を設立し、また、保有資

産である東京都の東雲・塩浜の物流センター、都内15ヶ所の配送所の売却を行うなど、構造改革を進めました。

以上の結果、売上高110億１千３百万円（前年同期比126.1%）、営業利益９億４千１百万円（前年同期比

68.8%）となりました。 

③ その他事業 

その他事業は、製造卸売業及びその他サービス業を営んでおり、有機的なネットワークを構築しながら各分野

にて事業を展開いたしました。 

物流事業においては、事業再構築の一環として、新たに物流フルフィルメントのサード・パーティロジスティ

クス事業会社として３月に株式会社エム・ロジスティクス・ソリューションズを設立し、株式会社三越物流は８

月末日に営業を終了いたしました。 

以上の結果、売上高は81億２百万円（前年同期比84.6%）、営業利益は７億１千９百万円（前年同期比

115.9%）となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、営業利益の確保や固定資産の売却等により増加しましたが、借

入金の返済等により、224億７千７百万円と前期末に比べ４億８千７百万円（前期比97.9％）減少しました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、129億９千２百万円の収入（前年同期は２億１千９百万円の収入）とな

りました。これは主に税金等調整前中間純利益46億４千２百万円、減価償却費60億５千４百万円、たな卸資産の減

少11億３千７百万円等による収入がありましたが、早期退職措置に伴い11億２千７百万円、店舗閉鎖に伴い２億９

千４百万円の支払を行ったこと等によるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、235億２千２百万円の収入（前年同期は８億８千５百万円の収入）とな

りました。これは主に百貨店業での店内改装、施設改善等、有形・無形固定資産の取得による支出67億７千５百万



円等がありましたが、不動産管理業での物流センターの売却等、有形・無形固定資産の売却による収入289億１千

４百万円等によるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、369億８千８百万円の支出（前年同期は16億４千６百万円の支出）とな

りました。これは主に借入金の返済や配当金の支払を行ったこと等によるものです。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績及び受注実績 

 当中間連結会計期間における生産実績及び受注実績は、その他事業の一部に実績がありますが、当社グループ全

体の事業活動に占める比重は極めて低いため、記載を省略しております。 

(2) 販売実績 

 当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 品名 販売高（百万円） 前年同期比（％） 

百貨店業 

衣料品 124,063 91.7 

身の回り品 50,248 94.6 

雑貨 64,730 99.0 

家庭用品 20,977 87.7 

食料品 90,458 94.6 

食堂・喫茶 7,916 90.1 

サービス・その他 14,127 72.2 

消去 △729 66.1 

計 371,792 92.8 

不動産管理業 

不動産管理業 22,592 112.5 

消去 △11,579 101.9 

計 11,013 126.1 

その他事業 

製造卸売業 20,345 86.4 

その他サービス業 15,777 84.4 

消去 △28,021 85.8 

計 8,102 84.6 

合計 390,907 93.3 



３【対処すべき課題】 

当社グループでは三越の原点ともいうべき「社会的貢献と企業の繁栄」「伝統を越える革新性」「まごころと創意

工夫」の３つの経営理念を掲げております。これらを踏まえ、企業価値を向上させるには、法令や社会的規範を守る

という半ば受身の社会的責任ではなく、積極的に社会への働きかけを行い、長年にわたり顧客の支持を得てきた三越

というブランドをさらに磨き上げ、まじめで正直な商売の精神を堅持しつつ、時代の変化や顧客のニーズの変化を察

知しすばやく対応、提案できる体制を整備してまいります。 

当社グループは、これまでも顧客第一の姿勢を基本に、これら３つの経営理念に基づき企業経営をおこなってまい

りましたが、今一度商売の原点に回帰し、顧客のご信頼にきめ細かくお応えするため、「新・三越モデル」を構築

し、商品・サービスを適切にご提供できる体制の充実を図りながら、持続的な成長を果たす高収益企業へのステップ

を着実に上り、高質な小売業グループの確立を目指してまいります。 

また企業の社会的責任を果たすという観点から、企業活動の透明性を高めるとともにコンプライアンス経営に徹

し、顧客、株主の皆様、お取組先、従業員など当社グループに関わる全てのステークホルダーに対し提供すべきさま

ざまな価値の創造に努めてまいります。 

次期経営計画を推進していくに当たり、当社グループが対応すべき最優先課題は、売上拡大と収益力の強化であり

ます。そのためには、三越ブランドの価値を高め、顧客の高い信頼を得ることが重要であります。 

具体的には百貨店事業の収益力向上に向けた「新・三越モデル」の推進と、コスト削減の推進、成長戦略の基盤作

りであります。 

「新・三越モデル」の取り組みとしては具体的には当社の独自性を発揮し、収益性を高める戦略ゾーンである重点

売場を拡大する取り組みの推進と、売場の働き方を見直し、標準化していく売場運営モデルの定着であります。

「新・三越モデル」の取り組みを通じ、商売の主体を三越に取り戻すことにより、収益力の向上を果たします。 

コスト削減の取り組みといたしましては、昨年度より実施しております購買管理の取り扱い領域を拡大し、より広

範囲に渡ってのコスト削減に取り組むと同時に、物流事業の構造改革を実施しております。 

成長戦略につきましては、競争環境に対応した新しいビジネスモデルの構築をすすめてまいります。 

具体的には、11月に武蔵村山店を、来年３月には仙台名取店（仮称）をいずれもショッピングセンター・ダイヤモ

ンドシティの核テナントとして出店いたしますが、これは、当社グループにとって全く新しいチャレンジであると同

時に、顧客との接触機会を増やしていく、という取り組みでもあります。 

４【経営上の重要な契約等】 

 特記すべき事項はありません。 

５【研究開発活動】 

 特記すべき事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、㈱三越不動産は、固定資産を売却しており、その主要な設備は、次のとおりであり

ます。 

    （注）(1) 塩浜センターの売却には、その他に諸経費574百万円があります。  

      (2) 東雲センターの売却には、その他に諸経費732百万円があります。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、改装について重要な変更は

ありません。 

 なお、前連結会計年度末に計画中であった㈱三越不動産の目黒配送所他の賃貸用土地建物の売却については、平成

18年５月に完了しております。 

 また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりであります。  

 なお、新たに確定した重要な除却等の計画はありません。 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 
従業員数 
（人） 建物及び

構築物 
土地 

(面積㎡) 
合計 

㈱三越不動産 
塩浜センター 
（東京都江東区） 

不動産管理業 物流センター 525 
3,014 
(8,146)

3,540 － 

㈱三越不動産 
東雲センター 
（東京都江東区） 

不動産管理業 物流センター 510 
3,805 

(20,403)
4,316 － 

会社名 
事業所名 

（所在地） 

事業の種

類別セグ

メントの

名称 

設備の内容 

投資予定金額 

資金調達 

方法 

 着手及び完了予定 
 完了後の

 増加能力 

(百万円) 
総額 

（百万円)

既支払額

(百万円)
着手 完了 

提出会社 

  

武蔵村山店 

（東京都武蔵村山市） 
百貨店業 

武蔵村山店 

新設 
2,271  58 

自己資金 

銀行借入等 

平成18年 

８月 

平成18年

11月 

年間売上高

7,000 

提出会社 

  

仙台名取店（仮称） 

（宮城県名取市） 
百貨店業 

仙台名取店

（仮称）新

設 

2,000  － 
自己資金 

銀行借入等 

平成18年 

11月 

平成19年

３月 

年間売上高 

6,000 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注） 提出日現在の発行数には、平成18年11月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。 

(2) 【新株予約権等の状況】 

① 新株予約権 

旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

 （注） 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 1,000,000,000 

計 1,000,000,000 

種類 
中間会計期間末現在 
発行数（株） 

（平成18年８月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年11月10日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 515,022,356 515,022,356 

東京証券取引所 

（市場第一部） 

大阪証券取引所 

（市場第一部） 

名古屋証券取引所 

（市場第一部） 

― 

計 515,022,356 515,022,356 ― ― 

株主総会の特別決議日（平成16年５月27日） 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年８月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年10月31日） 

新株予約権の数（個） 111(注） 111 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 111,000 111,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり１ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年６月１日～ 

平成26年５月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   １ 

資本組入額  １ 
同左 

新株予約権の行使の条件 
各新株予約権１個当たりの

一部行使はできない。 
同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するに

は、当社取締役会の承認を

要す。 

同左 

代用払込みに関する事項  ―  ― 



 （注） 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

 （注） 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

株主総会の特別決議日（平成17年５月24日） 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年８月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年10月31日） 

新株予約権の数（個） 134（注）   134 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 134,000 134,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり１ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年６月１日～ 

平成27年５月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   １ 

資本組入額  １ 
同左 

新株予約権の行使の条件 
各新株予約権１個当たりの

一部行使はできない。 
同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するに

は、当社取締役会の承認を

要す。 

同左 

代用払込みに関する事項  ―  ― 

株主総会の決議日（平成18年５月23日） 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年８月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年10月31日） 

新株予約権の数（個） 54（注）  54 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 54,000 54,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり１ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年６月１日～ 

平成28年５月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  507 

資本組入額 254 
同左 

新株予約権の行使の条件 

当社の取締役、執行役員又

は監査役の地位を有する時

は新株予約権を行使するこ

とができない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するに

は、当社取締役会の承認を

要す。 

同左 

代用払込みに関する事項  ―  ― 



 （注） 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

② 新株予約権付社債 

旧商法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。 

 （注）(1）各新株予約権１個当たりの一部行使はできません。 

(2）新株予約権を行使しようとするものから請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還

に代えて新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとしております。また、新

株予約権が行使されたときは、当該請求があったものとみなしております。 

株主総会の特別決議日（平成18年５月23日） 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年８月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年10月31日） 

新株予約権の数（個） 18（注）  18 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 18,000 18,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり１ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年６月１日～ 

平成28年５月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  507 

資本組入額 254 
同左 

新株予約権の行使の条件 

当社の取締役、執行役員又

は監査役の地位を有する時

は新株予約権を行使するこ

とができない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡するに

は、当社取締役会の承認を

要す。 

同左 

代用払込みに関する事項  ―  ― 

ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（平成16年８月２日発行） 

  
中間会計期間末現在 
（平成18年８月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年10月31日） 

新株予約権の数（個） 28,000 28,000 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 40,345,821 40,345,821 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 694 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年８月16日～ 

平成19年２月13日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  694 

資本組入額 348 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）(1) 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 特になし 同左 

新株予約権付社債の残高（百万円） 28,000 28,000 

代用払込みに関する事項 （注）(2) 同左 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

(4) 【大株主の状況】 

 （注）(1) 上記のほか、当社所有の自己株式22,149千株（4.30％）があります。 

(2) 財団法人三越厚生事業団は、昭和22年４月、合併前の株式会社三越の寄付行為300万円により、財団法人三

越診療所として設立された公益法人で、基本財産の額は現在10億35百万円余となっており、資産の運用か

ら生ずる収入を充当して公益医療活動を行っております。（昭和43年12月、現在の名称に変更）当社との

間に特殊な資金関係はありません。 

(3) 三越愛護会は、大正４年８月、合併前の株式会社三越の役員の所有株式の寄付により設立された福利厚生

団体で、基金の額は現在75万円となっており、資産の運用から生ずる収入をもって引続き福利厚生事業を

行っています。当社との間に特殊な資金関係はありません。 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高 
（株） 

資本金増減額 

（百万円） 

資本金残高 

（百万円） 

資本準備金 
増減額 
（百万円） 

資本準備金 
残高 

（百万円） 

平成18年３月１日～ 

平成18年８月31日 
－ 515,022,356 － 37,404 － 41,458 

  （平成18年８月31日現在）

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

財団法人三越厚生事業団 東京都新宿区西新宿１丁目24番１号 40,199 7.81 

日本トラスティ・サービス 

信託銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８番11号 18,605 3.61 

日本マスタートラスト信託 

銀行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２丁目11番３号 14,767 2.87 

株式会社大塚家具 東京都江東区有明３丁目１番 14,119 2.74 

三井生命保険株式会社 東京都中央区晴海１丁目８番11号 11,195 2.17 

三越従業員持株会 東京都中央区日本橋室町１丁目４番１号 8,974 1.74 

三越愛護会 東京都中央区日本橋室町１丁目４番１号 8,366 1.62 

モルガン・スタンレー・アンド・ 

カンパニー・インターナショナル・

リミテッド 

(常任代理人 モルガン・スタンレー

証券株式会社) 

25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF,  

LONDON E14 4QA, ENGLAND 

 （東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号） 

7,943 1.54 

ザ チェース マンハッタン  

バンク エヌエイ ロンドン 

（常任代理人 株式会社みずほコー

ポレート銀行兜町証券決済業務室） 

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET 

LONDON EC2P 2HD, ENGLAND 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

7,120 1.38 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 7,000 1.36 

計 ― 138,290 26.85 



(5) 【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が73,000株（議決権73個）含

まれております。 

②【自己株式等】 

 （注）(1) 株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権１個）あります。

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄に含めております。 

(2) 新光三越百貨股份有限公司の他人名義株式は、証券会社が保管するものであり、名義人名称は、Daiwa  

Securities SMBC Hong Kong Limited、住所は、Level 26, One Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong

であります。 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  （平成18年８月31日現在）

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 

（自己保有株式） 

普通株式 22,149,000 
― ― 

（相互保有株式） 

普通株式    200,000 
― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式487,411,000 487,411 ― 

単元未満株式 普通株式  5,262,356 ― ― 

発行済株式総数     515,022,356 ― ― 

総株主の議決権 ― 487,411 ― 

  （平成18年８月31日現在）

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合
(％) 

（自己保有株式） 

株式会社三越 

東京都中央区日本橋 

室町１丁目４番１号 
22,149,000 ― 22,149,000 4.30 

（相互保有株式） 

新光三越百貨股份 

有限公司 

台湾台北市信義区松高

路19号８階 
― 200,000 200,000 0.04 

計 ― 22,149,000 200,000 22,349,000 4.34 

月別 平成18年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

最高（円） 760 780 668 591 588 584 

最低（円） 597 653 575 500 491 524 



第５【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年３月１日から平成17年８月31日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

 ただし、前中間連結会計期間（平成17年３月１日から平成17年８月31日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日 内閣府令第５号）附則第

３項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年３月１日から平成17年８月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

 ただし、前中間会計期間（平成17年３月１日から平成17年８月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日 内閣府令第５号）附則第３項の

ただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年３月１日から平成17年８月31日

まで）及び前中間会計期間（平成17年３月１日から平成17年８月31日まで）並びに当中間連結会計期間（平成18年３

月１日から平成18年８月31日まで）及び当中間会計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日まで）の中間連結

財務諸表及び中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金 ※２   28,889 22,592   23,162 

２ 受取手形及び 
売掛金 

    43,255 38,768   38,053 

３ たな卸資産     37,593 36,545   37,627 

４ その他     21,439 15,318   12,614 

５ 貸倒引当金     △452 △116   △134 

流動資産合計     130,725 21.3 113,108 19.6   111,321 18.6 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１         

(1）建物及び構築物 ※２   120,337 104,631   117,127 

(2）土地 ※２   250,701 233,338   249,736 

(3）その他     10,262 9,500   9,631 

有形固定資産合計     381,300 347,470   376,495 

２ 無形固定資産     9,603 8,909   9,459 

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券     33,735 50,418   41,828 

(2）差入保証金     41,340 40,209   41,337 

(3）その他 ※２   19,192 18,115   18,560 

(4）貸倒引当金     △1,765 △1,393   △1,653 

投資その他の資産
合計 

    92,503 107,349   100,073 

固定資産合計     483,407 78.7 463,729 80.4   486,027 81.4 

資産合計     614,133 100.0 576,838 100.0   597,349 100.0 

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形及び 
買掛金 

    43,310 42,719   42,641 

２ １年内償還 
新株予約権付社債 

    － 28,000   28,000 

３ 短期借入金 ※２   59,550 55,531   65,405 

４ 未払法人税等     1,043 2,941   1,224 

５ 商品券     33,860 31,944   31,436 

６ ポイント費用 
引当金 

    42 116   78 

７ その他     74,528 75,965   70,002 

流動負債合計     212,336 34.6 237,219 41.1   238,787 40.0 

Ⅱ 固定負債           

１ 新株予約権付社債     28,000 －   － 

２ 長期借入金     142,482 90,815   116,481 

３ 繰延税金負債     32,406 39,597   43,992 

４ 退職給付引当金     41,554 40,228   41,351 

５ その他     17,430 14,764   16,333 

固定負債合計     261,873 42.6 185,406 32.1   218,158 36.5 

負債合計     474,210 77.2 422,626 73.3   456,945 76.5 

（少数株主持分）           

少数株主持分     385 0.1 － －   384 0.1 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     37,404 6.1 － －   37,404 6.3 

Ⅱ 資本剰余金     41,890 6.8 － －   41,899 7.0 

Ⅲ 利益剰余金     59,278 9.7 － －   57,799 9.7 

Ⅳ その他有価証券 
評価差額金 

    932 0.2 － －   2,039 0.3 

Ⅴ 為替換算調整勘定     371 0.1 － －   1,276 0.2 

Ⅵ 自己株式     △340 △0.1 － －   △400 △0.1 

資本合計     139,537 22.7 － －   140,018 23.4 

負債、少数株主持分
及び資本合計 

    614,133 100.0 － －   597,349 100.0 

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本               

１ 資本金     － － 37,404 6.5   － －

２ 資本剰余金     － － 41,922 7.3   － －

３ 利益剰余金     － － 62,831 10.9   － －

４ 自己株式     － － △452 △0.1   － －

株主資本合計     － － 141,706 24.6   － － 

Ⅱ 評価・換算差額等               

１ その他有価証券 
評価差額金 

    － － 11,176 1.9   － －

２ 繰延ヘッジ損益     － － 7 0.0   － －

３ 為替換算調整勘定     － － 927 0.2   － －

評価・換算差額等 
合計 

    － － 12,110 2.1   － － 

Ⅲ 新株予約権     － － 6 0.0   － － 

Ⅳ 少数株主持分     － － 389 0.1   － － 

純資産合計     － － 154,212 26.7   － － 

負債純資産合計     － － 576,838 100.0   － － 



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     418,955 100.0 390,907 100.0   842,009 100.0 

Ⅱ 売上原価     304,404 72.7 283,825 72.6   611,800 72.7 

売上総利益     114,550 27.3 107,081 27.4   230,208 27.3 

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

          

１ 宣伝費   11,084   10,475 22,564   

２ 商品送達費   9,808   8,189 18,945   

３ 貸倒引当金 
繰入額 

  9   50 －   

４ ポイント費用 
引当金繰入額 

  33   52 78   

５ 給料手当   32,096   29,873 64,966   

６ 退職給付費用   2,060   2,176 4,141   

７ 借地借家料   14,544   15,045 30,295   

８ 減価償却費   6,312   5,379 12,752   

９ その他   31,405 107,355 25.6 29,445 100,687 25.8 61,193 214,936 25.5

営業利益     7,194 1.7 6,394 1.6   15,272 1.8 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   127   139 251   

２ 受取配当金   130   148 346   

３ 債務勘定整理益   1,922   1,940 3,842   

４ 持分法による 
投資利益 

  2,394   2,199 6,541   

５ その他   594 5,169 1.2 530 4,958 1.3 1,307 12,290 1.5 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   1,485   1,219 2,849   

２ 商品棚卸不足   230   212 491   

３ 債務勘定整理益繰
戻損 

  1,425   1,380 2,732   

４ その他   542 3,684 0.9 936 3,749 1.0 1,544 7,619 0.9 

経常利益     8,680 2.1 7,603 1.9   19,943 2.4 

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅵ 特別利益           

１ 貸倒引当金 
取崩益 

  －   240 19   

２ 固定資産売却益 ※１ 9,222   14,155 9,891   

３ 投資有価証券 
売却益 

  75   585 75   

４ 関係会社株式 
売却益 

※２ 95   － －   

５ 差入保証金等 
戻入益 

※３ －     － 2,181     

６ 原状回復費用等 
戻入益 

※４ －     386 －     

７ その他    － 9,393 2.2 77 15,446 4.0 1,134 13,303 1.6 

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産売却損 ※５ 6   17 548   

２ 固定資産除却損 ※６ 903   989 1,502   

３ 減損損失  ※７ －   15,184 －   

４ 店舗閉鎖損失 ※８ 760   116 2,173   

５ 早期退職措置 
関連損失 

※９ 231   1,454 231   

６ 投資有価証券 
評価損 

  0   28 0   

７ 事業撤退損失 ※10 148   － 365   

８ 持分変動損   131   － 131   

９ 災害損失   43     － －     

10 その他   － 2,224 0.5 616 18,406 4.7 864 5,818 0.7 

税金等調整前 
中間純利益又は 
税金等調整前 
当期純利益 

    15,848 3.8 4,642 1.2   27,428 3.3 

法人税、住民税及
び事業税 

  558   2,704 1,097   

過年度法人税等   311   － 320   

法人税等調整額   4,393 5,263 1.3 △4,580 △1,876 △0.5 16,904 18,322 2.2

少数株主利益     18 0.0 8 0.0   17 0.0 

中間純利益又は当
期純利益 

    10,567 2.5 6,510 1.7   9,088 1.1 



③【中間連結剰余金計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日）

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日）

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）     

Ⅰ 資本剰余金期首残高     41,879 41,879

Ⅱ 資本剰余金増加高     

１ 自己株式処分差益   11 11 20 20

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
（期末）残高 

    41,890 41,899

      

（利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高     50,190 50,190

Ⅱ 利益剰余金増加高     

１ 中間純利益又は当期
純利益 

  10,567 10,567 9,088 9,088

Ⅲ 利益剰余金減少高     

１ 配当金   1,479 1,479 1,479 1,479

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
（期末）残高 

    59,278 57,799



④【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日）                          

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年２月28日 残高 

 （百万円） 
37,404 41,899 57,799 △400 136,702 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当     △1,478   △1,478 

中間純利益     6,510   6,510 

自己株式の取得       △52 △52 

自己株式の処分   23   0 23 

株主資本以外の項目の中間連結 

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 

 （百万円） 
－ 23 5,032 △51 5,003 

平成18年８月31日 残高  

 （百万円） 
37,404 41,922 62,831 △452 141,706 

   

 

評価・換算差額等 

新株予約権
少数株主 
持分 

純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算
差額等合計

平成18年２月28日 残高 

 （百万円） 
2,039 － 1,276 3,316 － 384 140,403 

中間連結会計期間中の変動額        

剰余金の配当             △1,478 

中間純利益             6,510 

自己株式の取得             △52 

自己株式の処分             23 

株主資本以外の項目の中間連結 

会計期間中の変動額（純額） 
9,136 7 △349 8,794 6 4 8,805 

中間連結会計期間中の変動額合計 

 （百万円） 
9,136 7 △349 8,794 6 4 13,809 

平成18年８月31日 残高 

  (百万円） 
11,176 7 927 12,110 6 389 154,212 



⑤【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年３月１日 

至  平成18年２月28日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ  営業活動によるキャッシュ・フロー         

１  税金等調整前中間純利益又は 

税金等調整前当期純利益 
  15,848 4,642 27,428 

２  減価償却費   7,058 6,054 14,318 

３  減損損失   － 15,184 － 

４  貸倒引当金の増減額（減少：△）   13 △236 △266 

５  退職給付引当金の増減額（減少:△)   854 △237 594 

６  受取利息及び受取配当金   △258 △287 △598 

７  支払利息   1,485 1,219 2,849 

８  持分法による投資利益   △2,394 △2,199 △6,541 

９  固定資産売却益   △9,222 △14,155 △9,891 

10  投資有価証券売却益   △75 △585 △75 

11  関係会社株式売却益   △95 － － 

12  差入保証金等戻入益   － － △2,181 

13  原状回復費用等戻入益   － △386 － 

14  固定資産売却損   6 17 548 

15  固定資産除却損   903 989 1,502 

16  店舗閉鎖損失   760 116 2,173 

17  早期退職措置関連損失   231 1,454 231 

18  投資有価証券評価損   0 28 0 

19  事業撤退損失   148 － 365 

20 持分変動損   131 － 131 

21  売上債権の増減額（増加：△）   9,652 △453 14,878 

22  たな卸資産の増減額（増加：△）   4,451 1,137 4,510 

23  仕入債務の増減額（減少：△）   △3,436 70 △4,160 

24  未払消費税等の増減額（減少：△）   17 △435 1,176 

25  その他   △3,342 2,521 △4,928 

小計   22,738 14,456 42,065 

26  利息及び配当金の受取額   927 1,888 1,193 

27  利息の支払額   △1,417 △1,241 △2,845 

28  早期退職措置に伴う支払額   △18,693 △1,127 △19,760 

29  店舗閉鎖に伴う支払額   △2,612 △294 △6,007 

30  法人税等の支払額   △722 △690 △1,358 

営業活動によるキャッシュ・フロー   219 12,992 13,286 

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年３月１日 

至  平成18年２月28日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー         

１  定期預金の預入による支出   △90 △90 △111 

２  定期預金の払戻による収入   561 115 582 

３  有価証券・投資有価証券の 

取得による支出 
  △8 △229 △1,545 

４  有価証券・投資有価証券の 

売却による収入 
  358 929 370 

５  連結の範囲の変更を伴う 

子会社株式の売却による収入 
  135 － 135 

６  有形・無形固定資産の取得による支出   △8,256 △6,775 △12,214 

７  有形・無形固定資産の売却による収入   7,544 28,914 8,709 

８  短期貸付金の純増減額（純増加：△）   △27 200 0 

９  長期貸付金の回収による収入   22 20 256 

10  その他の投資の増加による支出   △465 △479 △3,857 

11  その他の投資の減少による収入   1,112 916 9,424 

投資活動によるキャッシュ・フロー   885 23,522 1,750 

Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー         

１  短期借入金の純増減額（純減少：△）   △2,466 △8,401 △1,999 

２  長期借入れによる収入   12,400 3,500 12,400 

３  長期借入金の返済による支出   △10,054 △30,582 △29,413 

４  自己株式の取得による支出   △67 △52 △128 

５  自己株式の売却による収入   12 23 21 

６  配当金の支払額   △1,466 △1,471 △1,473 

７  少数株主への配当金支払額   △4 △4 △4 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △1,646 △36,988 △20,596 

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額   74 △13 277 

Ⅴ  現金及び現金同等物の増減額 

(減少：△） 
  △466 △487 △5,281 

Ⅵ  現金及び現金同等物の期首残高   28,247 22,965 28,247 

Ⅶ  現金及び現金同等物の中間期末  

(期末）残高 
  27,780 22,477 22,965 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数        28社 

１  連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数         25社 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数        27社 

主要な連結子会社の名称 

㈱三越友の会、㈱三越環境サービ

ス、㈱二幸、㈱三越情報サービス 

主要な連結子会社の名称 

㈱三越友の会、㈱三越環境デザイ

ン、㈱二幸、㈱三越情報サービス 

主要な連結子会社の名称 

㈱三越友の会、㈱三越環境サービ

ス、㈱二幸、㈱三越情報サービス 

当中間連結会計期間中の減少  ２社 

名古屋三越クチュール㈱は、平成17年

８月末までに清算が結了したため上記

連結子会社の数には含まれておりませ

んが、清算までの損益計算書について

は連結しております。また、㈱シュテ

ルン川口は、平成17年８月末に全株式

を譲渡したため上記連結子会社の数に

は含まれておりませんが、株式譲渡時

までの損益計算書については連結して

おります。 

当中間連結会計期間中の減少  ２社 

㈱名古屋三越フードサービスは、平成

18年３月に名古屋ビルサービス㈱に吸

収合併されたため上記連結子会社の数

には含まれておりません。また、㈱サ

ンナカムラは、平成18年８月末までに

清算が結了したため上記連結子会社の

数には含まれておりませんが、清算ま

での損益計算書については連結してお

ります。 

当連結会計年度中の減少    ３社 

名古屋三越クチュール㈱は平成17年８

月末に、㈱三越ブライダル・エクセレ

ンスは平成18年２月末までに清算が結

了したため、上記連結子会社の数には

含まれておりませんが、清算までの損

益計算書については連結しておりま

す。 

㈱シュテルン川口は、平成17年８月末

に全株式を譲渡したため上記連結子会

社の数には含まれておりませんが、株

式譲渡時までの損益計算書については

連結しております。 

(2）主要な非連結子会社の名称 

枚方中央ビル㈱ 

(2）主要な非連結子会社の名称 

枚方中央ビル㈱ 

(2）主要な非連結子会社の名称 

枚方中央ビル㈱ 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、いずれも小規模会社

であり、合計の総資産、売上高、中間

純損益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等は、いずれ

も中間連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためであります。 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、いずれも小規模会社

であり、合計の総資産、売上高、当期

純損益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。 

(3）他の会社等の議決権の過半数を自己の

計算において所有しているにもかかわ

らず子会社としなかった当該他の会社

等の名称 

㈱ワイ・シー・シー 

(3）他の会社等の議決権の過半数を自己の

計算において所有しているにもかかわ

らず子会社としなかった当該他の会社

等の名称 

㈱ワイ・シー・シー 

(3）他の会社等の議決権の過半数を自己の

計算において所有しているにもかかわ

らず子会社としなかった当該他の会社

等の名称 

㈱ワイ・シー・シー 

（子会社としなかった理由） 

当社は、㈱ワイ・シー・シーの議決権

を自己の計算において過半数を所有し

ておりますが、契約により実質的に経

営を他に委ねたため子会社としており

ません。 

（子会社としなかった理由） 

同左 

（子会社としなかった理由） 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1）持分法を適用した関連会社の数 ２社 

２  持分法の適用に関する事項 

(1）持分法を適用した関連会社の数 ３社 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1）持分法を適用した関連会社の数 ３社 

会社等の名称 

㈱プランタン銀座、新光三越百貨股

份有限公司 

会社等の名称 

㈱プランタン銀座、㈱うすい百貨

店、新光三越百貨股份有限公司 

会社等の名称 

㈱プランタン銀座、㈱うすい百貨

店、新光三越百貨股份有限公司 

(2）持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社のうち主要な会社等の名称 

非連結子会社 

枚方中央ビル㈱ 

(2）持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社のうち主要な会社等の名称 

非連結子会社        

枚方中央ビル㈱ 

(2）持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社のうち主要な会社等の名称 

非連結子会社 

枚方中央ビル㈱ 

関連会社 

栄地下センター㈱ 

関連会社  

栄地下センター㈱ 

関連会社 

栄地下センター㈱ 

（持分法を適用しない理由） 

持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社は、それぞれ中間純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても中間連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないためであります。 

（持分法を適用しない理由） 

同左 

（持分法を適用しない理由） 

持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社は、それぞれ当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないためであります。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

(3）持分法を適用した会社のうち中間決算

日が中間連結決算日と異なる会社の取

扱 

持分法を適用した会社のうち、中間決

算日が中間連結決算日と異なる会社に

ついては、当該会社の中間会計期間に

係る中間財務諸表を使用しておりま

す。 

(3）持分法を適用した会社のうち中間決算

日が中間連結決算日と異なる会社の取

扱 

同左 

(3）持分法を適用した会社のうち事業年度

が親会社の事業年度と異なる会社の取

扱 

持分法を適用した会社のうち、事業年

度が親会社の事業年度と異なる会社に

ついては、当該会社の事業年度に係る

財務諸表を使用しております。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関する事項 

連結子会社のうち、フランス三越S.A.

S.、英国三越LTD.、英国三越レストラン

LTD.、イタリア三越S.p.A.、ドイツ三越

GmbH、スペイン三越S.A.、米国三越IN

C.、三越企業有限公司、三越レストラン

サービスLTD.（香港）の９社の中間決算

日は６月30日であります。中間連結財務

諸表の作成に当たっては、同日現在の中

間財務諸表を使用し、中間連結決算日と

の間に生じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行うこととしておりま

す。 

３  連結子会社の中間決算日等に関する事項 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、フランス三越S.A.

S.、英国三越LTD.、英国三越レストラン

LTD.、イタリア三越S.p.A.、ドイツ三越

GmbH、スペイン三越S.A.、米国三越IN

C.、三越企業有限公司、三越レストラン

サービスLTD.（香港）の９社の決算日は

12月31日であります。連結財務諸表の作

成に当たっては、同日現在の財務諸表を

使用し、連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な調整を

行うこととしております。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は、全

部資本直入法により処理し、売

却原価は主として移動平均法に

より算定） 

４  会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は、全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は主として移動平均法

により算定） 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は、全部資

本直入法により処理し、売却原

価は主として移動平均法により

算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ  

同左 

② デリバティブ 

同左 

③ たな卸資産 

商品 

主として売価還元法による原価法

（店頭外商品は個別法による原価

法） 

③ たな卸資産 

商品  

同左 

③ たな卸資産 

商品 

同左 

製品、半製品、原材料 

主として移動平均法による低価法 

製品、半製品、原材料 

主として移動平均法による低価法

及び個別法による原価法 

製品、半製品、原材料 

主として移動平均法による低価法 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

建物（附属設備を除く） 

主として定額法 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

建物（附属設備を除く）  

同左 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

建物（附属設備を除く） 

同左 

建物以外の有形固定資産 

主として定率法 

なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、主として法人税法に

規定する方法と同一の基準によ

り償却 

建物以外の有形固定資産 

同左 

建物以外の有形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

定額法 

なお、耐用年数については、主と

して法人税法に規定する方法と同

一の基準により償却 

ただし、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法 

② 無形固定資産  

同左 

② 無形固定資産 

同左 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

金銭債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に債権の回収可能性を考

慮して引当てております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金  

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

② ポイント費用引当金 

ポイント金券の発行に備えるため、

当中間連結会計期間末におけるポイ

ント残高に対する将来の金券発行見

積り額を引当てております。 

② ポイント費用引当金 

同左 

② ポイント費用引当金 

ポイント金券の発行に備えるため、

当連結会計年度末におけるポイント

残高に対する将来の金券発行見積り

額を引当てております。 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、主

として当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき、当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認められる額を

引当てております。 

会計基準変更時差異については、10

年による按分額を費用処理しており

ます。 

過去勤務債務については、その発生

時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（主として13

年）による定額法により按分した額

を費用処理しております。 

数理計算上の差異については、各連

結会計年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（主として13年）による定額法に

より按分した額を、それぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理してお

ります。 

③ 退職給付引当金 

同左 

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、主

として当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき、当連結会計年度末において

発生していると認められる額を引当

てております。 

会計基準変更時差異については、10

年による按分額を費用処理しており

ます。 

過去勤務債務については、その発生

時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（主として13

年）による定額法により按分した額

を費用処理しております。 

数理計算上の差異については、各連

結会計年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（主として13年）による定額法に

より按分した額を、それぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理してお

ります。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、主として

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

為替予約取引について振当処理の要

件を満たしている場合は振当処理

を、金利スワップ取引について特例

処理の要件を満たしている場合は特

例処理を採用しております。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

為替予約取引、金利スワップ取引 

② ヘッジ手段とヘッジ対象  

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  

ヘッジ対象 

外貨建営業債権債務及び外貨建予

定取引、借入金の支払金利 

  

  

  

  

  

③ ヘッジ方針 

当社グループにおけるデリバティブ

取引管理規定に基づき、為替変動リ

スク及び金利変動リスクを回避する

ことを目的としてヘッジ取引を利用

しております。 

③ ヘッジ方針  

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負

債等に関する重要な条件が同一であ

るため、有効性の判定は省略してお

ります。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(6）その他中間連結財務諸表作成のための

重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によ

っております。 

(6）その他中間連結財務諸表作成のための

重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、手

許現金、随時引出可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

５  中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書における

資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引出可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。 



会計処理の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

（減価償却方法の変更） 

親会社は、有形固定資産の減価償却方法に

関して、従来、平成15年９月１日付で実施

した新設合併後も各店舗ごとに、それぞれ

合併前の異なる減価償却方法を引続き採用

しておりましたが、当中間連結会計期間か

ら下記の通り変更することとしました。 

① 千葉店、名古屋栄店、名古屋星ヶ丘

店、新潟店 

平成10年４月１日前に取得した賃貸ビ

ル以外の建物（附属設備を除く）につ

いて、定率法から定額法に変更しまし

た。また、賃貸ビルの建物附属設備に

ついて定額法から定率法に変更しまし

た。 

② 福岡店、鹿児島店 

建物（附属設備を除く）以外の有形固

定資産について定額法から定率法に変

更しました。 

これは、新設合併に伴い進めてきた固定資

産管理システムの統合が、当中間連結会計

期間に完了したのを機に減価償却方法の見

直しを行い、全社的に有形固定資産の減価

償却方法を統一してより望ましい会計方針

を採用するために行ったものであります。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合

と比較して販売費及び一般管理費は57百万

円増加し、営業利益、経常利益及び税金等

調整前中間純利益は57百万円減少しており

ます。 

――――― （減価償却方法の変更） 

親会社は、有形固定資産の減価償却方法に

関して、従来、平成15年９月１日付で実施

した新設合併後も各店舗ごとに、それぞれ

合併前の異なる減価償却方法を引続き採用

しておりましたが、当連結会計年度から下

記の通り変更することとしました。 

① 千葉店、名古屋栄店、星ヶ丘店、新潟

店 

平成10年４月１日前に取得した賃貸ビ

ル以外の建物（附属設備を除く）につ

いて、定率法から定額法に変更しまし

た。 

また、賃貸ビルの建物附属設備につい

て定額法から定率法に変更しました。 

② 福岡店、鹿児島店 

建物（附属設備を除く）以外の有形固

定資産について定額法から定率法に変

更しました。 

これは、新設合併に伴い進めてきた固定資

産管理システムの統合が、当連結会計年度

に完了したのを機に減価償却方法の見直し

を行い、全社的に有形固定資産の減価償却

方法を統一してより望ましい会計方針を採

用するために行ったものであります。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合

と比較して販売費及び一般管理費は122百

万円増加し、営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益は122百万円減少して

おります。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。 

――――― 

  

  

  

  

  

  

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間連結会計期間より、「固定資産の減

損に係る会計基準」（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成15年10月

31日 企業会計基準適用指針第６号）を適

用しております。これにより営業利益及び

経常利益は525百万円増加し、税金等調整

前中間純利益は14,658百万円減少しており

ます。 

なお、減損損失累計額については、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づき当該各資

産の金額から直接控除しております。ま

た、セグメント情報に与える影響はセグメ

ント情報に記載しております。 

――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準適用指針第８号）

を適用しております。従来の資本の部の合

計に相当する金額は153,809百万円であり

ます。 

なお、中間連結財務諸表規則の改正により

当中間連結会計期間における中間連結貸借

対照表の純資産の部については、改正後の

中間連結財務諸表規則により作成しており

ます。 

――――― 

――――― （ストック・オプション等に関する会計基

準） 

当中間連結会計期間より、「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成17年12月27日 企業会計

基準第８号）及び「ストック・オプション

等に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成18年５月31日 企業会

計基準適用指針第11号）を適用しておりま

す。この変更の損益に与える影響は軽微で

あります。 

――――― 



追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

（法人事業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示方法） 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成

15年法律第９号）が平成15年３月31日に公布

され、平成16年４月１日以後に開始する事業

年度より外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間連結会計期間から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益計算書上

の表示についての実務上の取扱い」（平成16

年２月13日 企業会計基準委員会 実務対応

報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び一般管理

費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費は346百万

円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調

整前中間純利益は346百万円減少しておりま

す。 

持分法適用関連会社である新光三越百貨股份

有限公司は、当中間連結会計期間より、台湾

の金融商品に係る新しい会計基準を適用して

おります。これにより従来と比較して投資有

価証券及びその他有価証券評価差額金は各々

9,846百万円増加しております。  

１．法人事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示方法 

「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年３月

31日に公布され、平成16年４月１日以後

に開始する事業年度より外形標準課税制

度が導入されたことに伴い、当連結会計

年度から「法人事業税における外形標準

課税部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」（平成16年２月13日 

企業会計基準委員会 実務対応報告第12

号）に従い法人事業税の付加価値割及び

資本割については、販売費及び一般管理

費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費は611百

万円増加し、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益は611百万円減少し

ております。 

  

  

  

  

  

  

２．新店舗出店の決議 

当社は平成17年10月13日開催の取締役会

において、西日本旅客鉄道株式会社とそ

のグループ会社である大阪ターミナルビ

ル株式会社とかねてより協議していた、

ＪＲ大阪駅新北ビル内商業施設の百貨店

ゾーンへの出店を決議しました。 

店舗名   株式会社三越 大阪店 

場所    ＪＲ大阪駅新北ビル内百貨

店ゾーン 

地下２階～10階部分に出店 

売場面積  約50,000平方メートル 

開業時期  2011年（平成23年）春予定 

売上目標  55,000百万円（開店後１年

間） 

投資額   40,000百万円 

  

  

  

  

  

  

３．連結子会社における固定資産の譲渡契約 

当社の連結子会社において、平成17年12

月29日付で次のとおり固定資産の売買契

約を締結し、平成19年１月末までに引渡

しを行う予定であります。 

譲渡物件   目黒配送所土地・建物 

（東京都目黒区下目黒２

丁目215番地１） 

文京配送所土地・建物 

（東京都文京区本駒込３

丁目229番地２他） 

世田谷配送所土地・建物 

（東京都世田谷区上用賀

２丁目２番地２） 

ほか、都内12配送所 

譲渡先    パシフィックマネジメン

ト株式会社 

譲渡価額   9,900百万円 

譲渡益見込額 3,900百万円（概算） 

譲渡の理由  各配送所の閉鎖により売

却するものであります。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前連結会計年度末 
（平成18年２月28日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  184,518百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  184,504百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  187,102百万円

※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 

現金及び預金 27百万円

建物及び構築物 4,693百万円

土地 73,000百万円

投資その他の資産の

その他 
222百万円

合計 77,944百万円

上記物件は、連結子会社が、不動産賃

借契約に伴い担保を差し入れたもの

で、当中間連結会計期間末現在対応債

務は存在しておりません。 

現金及び預金 3百万円 現金及び預金 27百万円

建物及び構築物 4,637百万円

土地 73,000百万円

投資その他の資産の

その他 
232百万円

合計 77,897百万円

上記物件は、短期借入金612百万円の

担保に供しております。 

 上記物件は、短期借入金304百万円の

担保に供しております。 

 ３ 偶発債務 

親会社及び連結子会社１社に係る従業

員住宅ローン保証    2,861百万円 

 ３ 偶発債務 

親会社の従業員住宅ローン保証    

            2,298百万円 

 ３ 偶発債務 

親会社の従業員住宅ローン保証 

            2,551百万円 

 ４ 連結子会社１社は、当社グループ従業

員の福利厚生を目的として、従業員の

任意によりキャッシングカード契約を

締結しており、この契約に係る融資未

実行残高は667百万円であります。な

お、この契約の多くは、融資が実行さ

れずに終了するものであるため、融資

未実行残高そのものが必ずしも将来の

キャッシュ・フローに影響を与えるも

のではありません。 

 ４ 連結子会社１社は、当社グループ従業

員の福利厚生を目的として、従業員の

任意によりキャッシングカード契約を

締結しております。この契約に基づく

当中間連結会計期間末の融資未実行残

高は次のとおりであります。  

 ４ 連結子会社１社は、当社グループ従業

員の福利厚生を目的として、従業員の

任意によりキャッシングカード契約を

締結しております。この契約に基づく

当連結会計年度末の融資未実行残高は

次のとおりであります。 

融資限度額 752百万円

融資実行残高 60百万円

差引未実行残高 692百万円

融資限度額 750百万円

融資実行残高 70百万円

差引未実行残高 680百万円

なお、この契約の多くは、融資が実行

されずに終了するものであるため、融

資未実行残高そのものが必ずしも将来

のキャッシュ・フローに影響を与える

ものではありません。 

なお、この契約の多くは、融資が実行

されずに終了するものであるため、融

資未実行残高そのものが必ずしも将来

のキャッシュ・フローに影響を与える

ものではありません。 



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

※１ 固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。 

※１ 固定資産売却益は次のとおりでありま

す。 

※１ 固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。 

土地 9,192百万円

その他 29百万円

合計 9,222百万円

土地等 14,155百万円 建物及び構築物 9百万円

土地 9,855百万円

その他 26百万円

合計 9,891百万円

※２ 関係会社株式売却益は、子会社である

株式会社シュテルン川口の株式売却に

よるものであります。 

――――― ――――― 

――――― ――――― ※３ 差入保証金等戻入益は、閉鎖店舗に係

る賃借店舗の撤退条件変更による差入

保証金及び原状回復費用等の戻入益で

あります。 

――――― ※４ 原状回復費用等戻入益は、閉鎖店舗に

係る賃借店舗の撤退条件変更による原

状回復費用等の戻入益であります。 

――――― 

※５ 固定資産売却損の内訳は次のとおりで

あります。 

無形固定資産 6百万円

※５ 固定資産売却損の内訳は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物 17百万円

その他 0百万円

合計 17百万円

※５ 固定資産売却損の内訳は次のとおりで

あります。 

土地 540百万円

その他 8百万円

合計 548百万円

※６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物 749百万円

その他 153百万円

合計 903百万円

※６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物   793百万円

その他      196百万円

合計 989百万円

※６ 固定資産除却損の内訳は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物 1,291百万円

その他 211百万円

合計 1,502百万円

――――― ※７ 当中間連結会計期間において当社及び

連結子会社は、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しております。 

――――― 

  

  

    (1）減損損失を認識した資産グループの

概要 

場所 用途 種類 
減損損失
(百万円)

㈱三越 千葉店 

（千葉市中央区） 
店舗 

建物及び構築物

・土地等 
2,153

㈱三越 広島店 

（広島市中区） 
店舗 

建物及び構築物

・土地等 
351

㈱三越 福岡店 

（福岡市中央区） 
店舗 

建物及び構築物

等 
3,852

㈱三越 鹿児島店 

（鹿児島市呉服町）
店舗 

建物及び構築物

・土地等 
3,145

㈱三越 その他店舗 店舗 
建物及び構築物

等 
722

㈱三越不動産 

（香川県仲多度郡）

スポー

ツ施設

建物及び構築物

・土地等 
3,979

㈱二幸 

（東京都等） 

店舗・

工場等

建物及び構築物

・土地等 
912

その他 
遊休 

資産 
土地等 66

合計 15,184

  

    (2）減損損失の認識に至った経緯 

店舗等における営業活動から生じる

損益が継続してマイナスまたは継続

してマイナスとなる見込みである資

産グループ、及び遊休状態にある資

産グループの帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上しておりま

す。 

  

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

    (3）減損損失の内訳 

（※）リース資産、無形固定資産を含

めております。 

建物及び構築物 9,487百万円

土地 3,930百万円

その他（※） 1,766百万円

合計 15,184百万円

  

    (4）資産のグルーピングの方法 

キャッシュ・フローを生み出す最小

単位として、管理会計上の区分を基

礎とし主に店舗を基本単位としてグ

ルーピングしております。 

  

    (5）回収可能価額の算定方法 

資産グループの回収可能価額のう

ち、正味売却価額については不動産

鑑定評価基準または固定資産税評価

額等を基に算定した金額により評価

しており、使用価値については将来

キャッシュ・フローを５％で割引い

て算定しております。 

  

※８ 店舗閉鎖損失は、閉鎖を決定した店舗

に係る固定資産除却損等であります。 

※８ 店舗閉鎖損失は、閉鎖を決定した店舗

に係る固定資産除却損等であります。 

※８ 店舗閉鎖損失は、閉鎖を決定した店舗

に係る固定資産除却損等であります。 

   固定資産除却損 527百万円

店舗賃貸借契約解約

損等 
1,645百万円

合計 2,173百万円

※９ 早期退職措置関連損失は、早期退職特

別優遇措置による退職者への特別退職

金等であります。 

※９ 早期退職措置関連損失は、早期退職特

別優遇措置による退職者への特別退職

金等であります。 

※９ 早期退職措置関連損失は、早期退職特

別優遇措置による退職者への特別退職

金等であります。 

※10 事業撤退損失は、連結子会社において

撤退を決定したブライダル事業に係る

リース解約損等であります。 

――――― ※10 事業撤退損失は、連結子会社において

撤退を決定したブライダル事業及び食

品卸売事業に係るリース解約損等であ

ります。 

 11 中間連結会計期間に係る納付税額及び

法人税等調整額は、当期において予定

している利益処分による圧縮積立金の

取崩しを前提として、当中間連結会計

期間に係る金額を計算しております。 

――――― ――――― 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

 １．発行済株式に関する事項 

 ２．自己株式に関する事項  

 （注）（1）普通株式の自己株式の増加は、単元未満株の買取による増加であります。 

     （2）普通株式の自己株式の減少は、単元未満株の売却による減少41,712株及び、ストック・オプションの行

使による減少5,000株であります。 

３．新株予約権等に関する事項 

  （注） 上記新株予約権は、行使期間の初日が到来しておりません。 

 ４．配当に関する事項 

 
前連結会計年度末 

株式数 
当中間連結会計期間
増加株式数 

当中間連結会計期間
減少株式数 

当中間連結 
会計期間末株式数 

普通株式（株） 515,022,356 － － 515,022,356 

 
前連結会計年度末 

株式数 
当中間連結会計期間
増加株式数 

当中間連結会計期間
減少株式数 

当中間連結 
会計期間末株式数 

普通株式（株） 22,198,588 84,623 46,712 22,236,499 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当中間連結
会計期間末
残高 

（百万円）
前連結会計
年度末 

当中間連結
会計期間 
増加 

当中間連結
会計期間 
減少 

当中間連結
会計期間末 

 提出会社

（親会社） 

ストック・オプション

としての新株予約権 
－ － － － － 6 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成18年５月23日 

定時株主総会 
普通株式 1,478 3.0 平成18年２月28日 平成18年５月23日 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 28,889百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△138百万円

当座借越 

（短期借入金勘定） 
△969百万円

現金及び現金同等物の中

間期末残高 
27,780百万円

現金及び預金勘定 22,592百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△115百万円

現金及び現金同等物の中

間期末残高 
22,477百万円

現金及び預金勘定 23,162百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△139百万円

当座借越 

（短期借入金勘定） 
△57百万円

現金及び現金同等物の期

末残高 
22,965百万円



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1）借手側 

① リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高

相当額 

有形固定資産のその他 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1）借手側 

① リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額、減損損失累計額

相当額及び中間期末残高相当額 

  

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1）借手側 

① リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び期末残高相当

額 

  

取得価額相当額 15,054百万円

減価償却累計額相当額 5,454百万円

中間期末残高相当額 9,600百万円

  
建物及び

構築物 

有形固定

資産の 

その他 

無形固

定資産
合計 

取得価額

相当額 

(百万円) 

42 12,583 41 12,667

減価償却 

累計額 

相当額 

(百万円) 

8 5,968 8 5,985

減損損失

累計額相

当額 

(百万円) 

－ 273 － 273

期末残高

相当額 

(百万円) 

34 6,341 32 6,409

  
建物及び

構築物 

有形固定 

資産の 

その他 

無形固

定資産 
合計 

取得価額

相当額 

(百万円)

42 14,139 41 14,223

減価償却

累計額 

相当額 

(百万円)

5 6,463 3 6,472

期末残高

相当額 

(百万円)

37 7,675 37 7,750

② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料中間期末残高相当額

及びリース資産減損勘定中間期末残

高 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 2,890百万円

１年超 6,709百万円

合計 9,600百万円

 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 2,165百万円

１年超 4,480百万円

合計 6,646百万円

リース資産減損勘定の

残高 
236百万円

１年内 2,297百万円

１年超 5,452百万円

合計 7,750百万円

（注）取得価額相当額及び未経過リ

ース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末

残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により

算定しております。 

（注）  同左 （注）取得価額相当額及び未経過リ

ース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子

込み法により算定しておりま

す。 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額及び減

損損失 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 1,562百万円

減価償却費相当額 1,562百万円

支払リース料 1,204百万円

リース資産減損勘

定の取崩額 
38百万円

減価償却費相当額 1,166百万円

減損損失 275百万円

支払リース料 2,849百万円

減価償却費相当額 2,849百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

(2）貸手側 

① リース物件の取得価額、減価償却累

計額及び中間期末残高 

有形固定資産のその他 

(2）貸手側 

① リース物件の取得価額、減価償却累

計額及び中間期末残高 

有形固定資産のその他 

(2）貸手側 

① リース物件の取得価額、減価償却累

計額及び期末残高 

有形固定資産のその他 

取得価額 569百万円

減価償却累計額 481百万円

中間期末残高 87百万円

取得価額 26百万円

減価償却累計額 24百万円

中間期末残高 1百万円

取得価額 97百万円

減価償却累計額 92百万円

期末残高 5百万円

② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 56百万円

１年超 30百万円

合計 86百万円

１年内 1百万円

１年超 -百万円

合計 1百万円

１年内 5百万円

１年超 0百万円

合計 6百万円

③ 受取リース料、減価償却費及び受取

利息相当額 

③ 受取リース料、減価償却費及び受取

利息相当額 

③ 受取リース料、減価償却費及び受取

利息相当額 

受取リース料 49百万円

減価償却費 48百万円

受取利息相当額 3百万円

受取リース料 2百万円

減価償却費 2百万円

受取利息相当額 0百万円

受取リース料 60百万円

減価償却費 59百万円

受取利息相当額 4百万円

④ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の購入価

額の差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については利息法によっ

ております。 

④ 利息相当額の算定方法 

同左 

④ 利息相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

(1）借手側 

未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引 

(1）借手側 

未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引 

(1）借手側 

未経過リース料 

１年内 4,229百万円

１年超 40,390百万円

合計 44,619百万円

１年内 3,523百万円

１年超 37,152百万円

合計 40,676百万円

１年内 4,164百万円

１年超 38,663百万円

合計 42,828百万円

(2）貸手側 

未経過リース料 

(2）貸手側 

未経過リース料 

(2）貸手側 

未経過リース料 

１年内 2,101百万円

１年超 6,389百万円

合計 8,491百万円

１年内 2,097百万円

１年超 4,300百万円

合計 6,398百万円

１年内 2,103百万円

１年超 5,341百万円

合計 7,444百万円



（有価証券） 

前中間連結会計期間末（平成17年８月31日） 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

当中間連結会計期間末（平成18年８月31日） 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

     （注）当中間連結会計期間において、株式21百万円を減損処理しております。 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 取得原価（百万円） 
中間連結決算日における
中間連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

① 株式 3,155 4,856 1,701 

② その他 14 15 1 

合計 3,169 4,872 1,702 

区分 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

① 非上場株式 6,921 

② 非上場債券 4 

区分 取得原価（百万円） 
中間連結決算日における
中間連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

差額（百万円） 

① 株式 4,453 6,821 2,368 

② その他 14 20 5 

合計 4,467 6,842 2,374 

区分 中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

① 非上場株式 6,885 

② 非上場債券 3 



前連結会計年度末（平成18年２月28日） 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年８月31日） 

 当社グループで行っているデリバティブ取引は、金利スワップ取引については、特例処理を適用し、為替予約

取引については、振当処理を適用しているため記載しておりません。 

当中間連結会計期間末（平成18年８月31日） 

 当社グループで行っているデリバティブ取引は、金利スワップ取引については、特例処理を適用し、為替予約

取引については、振当処理を適用しているため記載しておりません。 

前連結会計年度末（平成18年２月28日） 

 当社グループで行っているデリバティブ取引は、金利スワップ取引については、特例処理を適用し、為替予約

取引については、振当処理を適用しているため記載しておりません。 

区分 取得原価（百万円） 
連結決算日における 
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

① 株式 4,665 8,229 3,564 

② その他 14 20 6 

合計 4,679 8,250 3,570 

区分 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

① 非上場株式 6,895 

② 非上場債券 4 



（ストック・オプション等関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

  販売費及び一般管理費   ６百万円 

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

  平成18年ストック・オプション 

 付与対象者の区分及び人数 当社の社内取締役７名、当社の役付執行役員３名 

 株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 72,000株 

 付与日 平成18年６月30日 

 権利確定条件 
 付与日（平成18年６月30日）以降、権利確定日（平成19年

５月31日）まで継続して勤務していること。 

 対象勤務期間  自平成18年６月30日 至平成19年５月31日 

 権利行使期間  自平成19年６月１日 至平成28年５月31日 

 権利行使価格（円） 1 

 付与日における公正な評価単価（円） 506 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31日）                   

 （注）（1）事業区分は事業内容を勘案して決定しております。 

（2）各事業区分の主要な内容 

（3）従来「その他事業」に含めて表示していた「不動産管理業」は、当該セグメントの営業利益の重要性

が増したため、当中間連結会計期間より開示の対象としております。なお、前中間連結会計期間「そ

の他事業」に含まれる「不動産管理業」の売上高は19,281百万円（内、外部顧客に対する売上高は

6,804百万円）、営業利益は596百万円であります。 

当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日）             

 （注）（1）事業区分は事業内容を勘案して決定しております。 

（2）各事業区分の主要な内容 

（3）会計処理の変更に記載のとおり、当中間連結会計期間から「固定資産の減損に係る会計基準」を適用

しております。この結果、従来と同一の方法によった場合と比較して、「百貨店業」の営業費用は

422百万円減少し営業利益は同額増加、「不動産管理業」の営業費用は83百万円減少し営業利益は同

額増加、「その他事業」の営業費用は16百万円減少し営業利益は同額増加、「消去又は全社」の営業

費用は３百万円増加し営業利益は同額減少しております。 

              
百貨店業 
(百万円) 

不動産 
管理業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 400,647 8,731 9,576 418,955 ― 418,955 

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
1,104 11,359 32,653 45,117 (45,117) ― 

計 401,752 20,090 42,229 464,072 (45,117) 418,955 

営業費用 396,434 18,721 41,608 456,764 (45,004) 411,760 

営業利益 5,317 1,369 620 7,308 (113) 7,194 

① 百貨店業…………衣料品、身の回り品、雑貨、家庭用品、食料品等の販売 

② 不動産管理業……不動産賃貸、建物内装、ビルメンテナンス等 

③ その他事業………製造卸売業、その他サービス業 

              
百貨店業 
(百万円) 

不動産 
管理業 
(百万円) 

その他事業 
 (百万円) 

計 
 (百万円) 

消去又は 
全社 
(百万円) 

連結 
 (百万円) 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 371,792 11,013 8,102 390,907 － 390,907 

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
729 11,579 28,021 40,330 (40,330) － 

計 372,522 22,592 36,123 431,237 (40,330) 390,907 

営業費用 367,728 21,650 35,404 424,782 (40,269) 384,513 

営業利益 4,793 941 719 6,454 (  60) 6,394 

① 百貨店業…………衣料品、身の回り品、雑貨、家庭用品、食料品等の販売 

② 不動産管理業……不動産賃貸、建物内装、ビルメンテナンス等 

③ その他事業………製造卸売業、その他サービス業 



前連結会計年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日）             

 （注）（1）事業区分は事業内容を勘案して決定しております。 

（2）各事業区分の主要な内容 

① 百貨店業…………衣料品、身の回り品、雑貨、家庭用品、食料品等の販売 

② 不動産管理業……不動産賃貸、建物内装、ビルメンテナンス等 

③ その他事業………製造卸売業、その他サービス業 

（3）会計処理の変更に記載のとおり、当連結会計年度から有形固定資産の減価償却方法を変更しておりま

す。この結果、従来と同一の方法によった場合と比較して、「百貨店業」の営業費用は126百万円増

加し営業利益は同額減少し、「消去又は全社」の営業費用は４百万円減少し、営業利益は同額増加し

ております。 

              
百貨店業 
(百万円) 

不動産 
管理業 
(百万円) 

その他事業 
 (百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

 (百万円) 

連結 
 (百万円) 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 807,060 16,268 18,681 842,009 ― 842,009 

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
2,322 21,376 62,307 86,006 (86,006) ― 

計 809,382 37,645 80,988 928,016 (86,006) 842,009 

営業費用 797,531 35,340 79,843 912,715 (85,977) 826,737 

営業利益 11,850 2,304 1,145 15,300 (28) 15,272 



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31日） 

 全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

 全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

前連結会計年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日） 

 全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

前連結会計年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１株当たり純資産額 284円04銭

１株当たり中間純利益 22円38銭

１株当たり純資産額 313円28銭

１株当たり中間純利益  14円36銭

１株当たり純資産額 283円92銭

１株当たり当期純利益 18円24銭

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益 
20円68銭

潜在株式調整後 

１株当たり中間純利益
 13円27銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 
16円86銭

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日)

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日)

１株当たり中間（当期）純利益       

中間（当期）純利益（百万円） 10,567 6,510 9,088 

普通株主に帰属しない金額（百万

円） 
△466 △565 95 

（うち利益処分による役員賞与金）

（百万円） 
(△466) (△565) (95) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円） 
11,033 7,076 8,992 

普通株式の期中平均株式数（株） 492,949,163 492,799,717 492,909,039 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益 
      

中間（当期）純利益調整額（百万

円） 
― ― ― 

普通株式増加数（株） 40,517,730 40,617,489 40,556,252 

（うち新株予約権付社債）（株） (40,345,821) (40,345,821) (40,345,821) 

（うち新株予約権）（株） (171,909) (271,668) (210,431) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含まれなかった潜在株式の概

要 

― ― ― 



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間（自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31日） 

 当社は平成17年10月13日開催の取締役会において、西日本旅客鉄道株式会社とそのグループ会社である大阪タ

ーミナルビル株式会社とかねてより協議していた、ＪＲ大阪駅新北ビル内商業施設の百貨店ゾーンへの出店を決

議しました。 

店舗概要 

① 店舗名   株式会社三越 大阪店 

② 場所    ＪＲ大阪駅新北ビル内百貨店ゾーン 

地下２階～10階部分に出店 

③ 売場面積  約50,000平方メートル 

④ 開業時期  2011年（平成23年）春予定 

⑤ 売上目標  550億円（開店後１年間） 

⑥ 投資額   400億円 

当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日） 

 当社グループの物流事業再構築の一環として、当社の連結子会社である株式会社三越物流の事業を終了するこ

とに伴い、下記の通り退職特別措置による退職者の募集を行うこととしました。 

① 退職者募集の内容 

募集対象者 平成18年４月７日時点で株式会社三越物流へ出向している当社社員および同時点で在籍してい

る株式会社三越物流の社員 

募集期間  当社からの出向者     平成18年４月24日から平成18年５月12日まで 

株式会社三越物流の社員  平成18年５月３日から平成18年５月17日まで 

応募人員  当社からの出向者               73名 

株式会社三越物流の社員（有期雇用を含む）  301名 

退職日   平成18年８月31日 

② 損益に与える影響額 

 特別退職金の支出等により、平成19年２月期に1,447百万円の特別損失を計上する予定であります。 

(2) 【その他】 

 該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成17年８月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金     21,343 17,699   17,587 

２ 受取手形     1,161 537   638 

３ 売掛金     36,196 33,241   32,101 

４ たな卸資産     32,157 31,130   32,053 

５ その他     23,069 19,542   24,680 

６ 貸倒引当金     △671 △33   △897 

流動資産合計     113,256 21.1 102,116 20.0   106,164 20.0 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１         

(1）建物設備 ※２   108,610 96,463   105,654 

(2）土地 ※２   195,491 192,960   195,016 

(3）建設仮勘定     1,392 2,830   1,451 

(4）その他     7,271 5,659   6,670 

有形固定資産合計     312,766 297,914   308,792 

２ 無形固定資産     26,999 26,773   26,967 

３ 投資その他の資産           

(1）投資有価証券     11,013 12,824   14,237 

(2）関係会社株式     16,569 16,405   16,601 

(3）長期貸付金     12,376 11,866   11,911 

(4）破産・更生 
債権等 

    163 88   104 

(5）差入保証金     38,149 37,068   38,105 

(6）その他     7,608 7,328   7,450 

(7）貸倒引当金     △918 △773   △796 

投資その他の資産
合計 

    84,962 84,807   87,615 

固定資産合計     424,728 78.9 409,494 80.0   423,374 80.0 

資産合計     537,984 100.0 511,611 100.0   529,539 100.0 

 



    
前中間会計期間末 

（平成17年８月31日） 
当中間会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金     38,897 37,589   37,856 

２ １年内償還新株予
約権付社債 

    － 28,000   28,000 

３ 短期借入金 ※２   45,681 68,256   58,488 

４ 未払法人税等     379 344   683 

５ 未払消費税等     636 906   1,657 

６ 商品券     33,828 31,915   31,404 

７ 預り金     45,982 49,915   46,509 

８ ポイント費用引当
金 

    42 116   78 

９ その他     27,938 24,525   21,049 

流動負債合計     193,385 35.9 241,570 47.2   225,727 42.6 

Ⅱ 固定負債           

１ 新株予約権付社債     28,000 －   － 

２ 長期借入金     125,777 85,280   108,506 

３ 繰延税金負債     28,505 37,652   39,617 

４ 退職給付引当金     39,005 37,820   38,853 

５ 子会社投資損失引
当金 

    215 306   432 

６ その他     10,533 8,020   9,512 

固定負債合計     232,037 43.1 169,079 33.0   196,922 37.2 

負債合計     425,422 79.1 410,650 80.3   422,650 79.8 

            

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     37,404 7.0 － －   37,404 7.1 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金     41,458 －   41,458 

２ その他資本剰余金     58 －   67 

資本剰余金合計     41,516 7.7 － －   41,525 7.8 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 利益準備金     8,564 －   8,564 

２ 任意積立金     2,732 －   2,732 

３ 中間（当期）未処
分利益 

    21,812 －   15,157 

利益剰余金合計     33,109 6.2 － －   26,454 5.0 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

    844 0.2 － －   1,877 0.4 

Ⅴ 自己株式     △312 △0.1 － －   △373 △0.1 

資本合計     112,562 20.9 － －   106,889 20.2 

負債・資本合計     537,984 100.0 － －   529,539 100.0 

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年８月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本                

１ 資本金    － －  37,404 7.3  － － 

２ 資本剰余金            

(1）資本準備金     －  41,458    －  

(2）その他資本剰余
金 

    －  90    －  

資本剰余金合計    － －  41,548 8.1  － － 

３ 利益剰余金            

(1）利益準備金     －  8,564     －   

(2）その他利益剰余
金 

               

特定資産圧縮積
立金 

    －  2,050     －   

繰越利益剰余金     －  10,629     －   

利益剰余金合計    － －  21,245 4.2  － － 

４ 自己株式    － －  △424 △0.1  － － 

株主資本合計    － －  99,773 19.5  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                

１ その他有価証券評
価差額金 

   － －  1,179 0.2  － － 

２ 繰延ヘッジ損益    － －  2 0.0  － － 

評価・換算差額等合
計 

   － －  1,181 0.2  － － 

Ⅲ 新株予約権    － －  6 0.0  － － 

純資産合計    － －  100,961 19.7  － － 

負債純資産合計    － －  511,611 100.0  － － 



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高                     

１ 商品売上高   387,077     358,656     779,612     

２ 興行及び手数料収
入 

  1,075     1,114     2,137     

３ 不動産賃貸料 
収入 

  3,010 391,163 100.0 3,007 362,779 100.0 6,024 787,774 100.0 

Ⅱ 売上原価                     

１ 商品売上原価   287,676     265,930     579,386     

２ 興行経費   186 287,862 73.6 263 266,194 73.4 418 579,805 73.6 

売上総利益     103,300 26.4   96,584 26.6   207,968 26.4 

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

※１   96,719 24.7   90,582 25.0   193,664 24.6 

営業利益     6,581 1.7   6,002 1.7   14,303 1.8 

Ⅳ 営業外収益 ※２   2,850 0.7   3,287 0.9   5,153 0.7 

Ⅴ 営業外費用 ※３   4,317 1.1   4,478 1.2   8,637 1.1 

経常利益     5,114 1.3   4,812 1.3   10,820 1.4 

Ⅵ 特別利益 ※４   9,378 2.4   2,978 0.8   12,536 1.6 

Ⅶ 特別損失 ※5,6   2,493 0.6   13,685 3.8   5,972 0.8 

税引前中間 
(当期)純利益 
又は税引前 
中間純損失(△) 

    11,999 3.1   △5,895 △1.6   17,383 2.2 

法人税、住民税及
び事業税 

  61     59     122     

法人税等調整額   4,874 4,935 1.3 △2,223 △2,164 △0.6 16,852 16,974 2.2 

中間(当期) 
純利益又は 
中間純損失(△) 

    7,064 1.8   △3,730 △1.0   409 0.1 

前期繰越利益     14,748     －     14,748   

中間(当期) 
未処分利益 

    21,812     －     15,157   



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年８月31日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 
合計 資本 

準備金 

その他 
資本 
剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益 
剰余金 
合計 

特定資産
圧縮 
積立金 

繰越利益
剰余金 

平成18年２月28日 残高 

（百万円） 
37,404 41,458 67 41,525 8,564 2,732 15,157 26,454 △373 105,011 

中間会計期間中の変動額           

平成18年５月23日開催の 

定時株主総会決議による 

特定資産圧縮積立金の取崩 

          △382 382 －   － 

その他の事由による 

特定資産圧縮積立金の取崩 
          △299 299 －   － 

剰余金の配当             △1,478 △1,478   △1,478 

中間純損失             △3,730 △3,730   △3,730 

自己株式の取得                 △52 △52 

自己株式の処分     23 23         0 23 

株主資本以外の項目の中間 

会計期間中の変動額（純額） 
                    

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
－ － 23 23 － △681 △4,527 △5,209 △51 △5,237 

平成18年８月31日 残高 

（百万円） 
37,404 41,458 90 41,548 8,564 2,050 10,629 21,245 △424 99,773 

 評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
 その他有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

評価・換算差額等
合計 

平成18年２月28日 残高 

（百万円） 
1,877 － 1,877 － 106,889 

中間会計期間中の変動額      

平成18年５月23日開催の 

定時株主総会決議による 

特定資産圧縮積立金の取崩 

        － 

その他の事由による 

特定資産圧縮積立金の取崩 
        － 

剰余金の配当         △1,478 

中間純損失         △3,730 

自己株式の取得         △52 

自己株式の処分         23 

株主資本以外の項目の中間 

会計期間中の変動額（純額） 
△698 2 △696 6 △689 

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△698 2 △696 6 △5,927 

平成18年８月31日 残高 

（百万円） 
1,179 2 1,181 6 100,961 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算期末日の市場価格等に基

づく時価法 

（評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法

により算定） 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算期末日の市場価格等に基

づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく

時価法 

（評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法

により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

(2）デリバティブ 

時価法 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

(3）たな卸資産 

商品 

売価還元法による原価法（店頭外商

品は個別法による原価法） 

(3）たな卸資産 

 商品 

同左 

(3）たな卸資産 

商品 

同左 

貯蔵品 

先入先出法による原価法 

 貯蔵品 

同左 

貯蔵品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

建物（附属設備を除く） 

定額法 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

建物（附属設備を除く） 

     同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

建物（附属設備を除く） 

     同左 

建物（附属設備を除く）以外 

定率法 

なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法

と同一の基準により償却 

建物（附属設備を除く）以外 

定率法 

なお、耐用年数及び残存価額につい

ては、主として法人税法に規定する

方法と同一の基準により償却 

建物（附属設備を除く）以外 

定率法 

なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法

と同一の基準により償却 

(2）無形固定資産 

定額法 

なお、耐用年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によ

り償却 

ただし、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法 

(2）無形固定資産 

同左 

  

  

(2）無形固定資産 

同左 

  

３ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

金銭債権の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に債権の回収可能性を考慮して引

当てております。 

３ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

３ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

(2）ポイント費用引当金 

ポイント金券の発行に備えるため、当

中間会計期間末におけるポイント残高

に対する将来の金券発行見積り額を引

当てております。 

(2）ポイント費用引当金 

同左 

(2）ポイント費用引当金 

ポイント金券の発行に備えるため、当

期末におけるポイント残高に対する将

来の金券発行見積り額を引き当ててお

ります。 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

(3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間会計期間末

において発生していると認められる額

を引当てております。 

過去勤務債務については、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（13年）による定額法により

按分した額を費用処理しております。 

数理計算上の差異については、各期の

発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（13年）による

定額法により按分した額を、それぞれ

発生の翌期から費用処理しておりま

す。 

(3）退職給付引当金 

同左 

(3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当期末において発

生していると認められる額を引当てて

おります。 

過去勤務債務については、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（13年）による定額法により

按分した額を費用処理しております。 

数理計算上の差異については、各期の

発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（13年）による

定額法により按分した額を、それぞれ

発生の翌期から費用処理しておりま

す。 

(4）子会社投資損失引当金 

債務超過の解消に長期間を要すると判

断される子会社の損失に備えるため、

当該子会社の資産内容等を勘案し、当

社が負担することとなる損失見込額の

うち、当該子会社に対し引当てている

貸倒引当金を超える金額について引当

てております。 

(4）子会社投資損失引当金 

債務超過の解消に長期間を要すると判

断される子会社の損失に備えるため、

当該子会社の資産内容等を勘案し、当

社が負担することとなる損失見込額に

ついて引当てております。 

(4）子会社投資損失引当金 

債務超過の解消に長期間を要すると判

断される子会社の損失に備えるため、

当該子会社の資産内容等を勘案し、当

社が負担することとなる損失見込額の

うち、当該子会社に対し引当てている

貸倒引当金を超える金額について引当

てております。 

４ リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

４ リース取引の処理方法 

同左 

４ リース取引の処理方法 

同左 

５ ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

為替予約取引について振当処理の要件

を満たしている場合は振当処理を、金

利スワップ取引について特例処理の要

件を満たしている場合は特例処理を採

用しております。 

５ ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

５ ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

① ヘッジ手段 

為替予約取引、金利スワップ取引 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

① ヘッジ手段 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

① ヘッジ手段 

同左 

② ヘッジ対象 

外貨建営業債権債務及び外貨建予定

取引、借入金の支払金利 

② ヘッジ対象 

同左 

② ヘッジ対象 

同左 

(3）ヘッジ方針 

当社のデリバティブ取引管理規定に基

づき、為替変動リスク及び金利変動リ

スクを回避することを目的としてヘッ

ジ取引をしております。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

(3）ヘッジ方針 

同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債

等に関する重要な条件が同一であるた

め、有効性の判定は省略しておりま

す。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

６ その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によっ

ております。 

６ その他中間財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

６ その他財務諸表作成のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 



会計処理の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

（減価償却方法の変更） 

有形固定資産の減価償却方法に関して、従

来、平成15年９月１日付で実施した新設合

併後も各店舗ごとに、それぞれ合併前の異

なる減価償却方法を引続き採用しておりま

したが、当中間会計期間から下記の通り変

更することとしました。 

① 千葉店、名古屋栄店、名古屋星ヶ丘

店、新潟店 

平成10年４月１日前に取得した賃貸ビ

ル以外の建物（附属設備を除く）につ

いて、定率法から定額法に変更しまし

た。また、賃貸ビルの建物附属設備に

ついて定額法から定率法に変更しまし

た。 

② 福岡店、鹿児島店 

建物（附属設備を除く）以外の有形固

定資産について定額法から定率法に変

更しました。 

これは、新設合併に伴い進めてきた固定資

産管理システムの統合が、当中間会計期間

に完了したのを機に減価償却方法の見直し

を行い、全社的に有形固定資産の減価償却

方法を統一してより望ましい会計方針を採

用するために行ったものであります。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合

と比較して販売費及び一般管理費は59百万

円増加し、営業利益、経常利益及び税引前

中間純利益は59百万円減少しております。 

――――― （減価償却方法の変更） 

有形固定資産の減価償却方法に関して、従

来、平成15年９月１日付で実施した新設合

併後も各店舗ごとに、それぞれ合併前の異

なる減価償却方法を引続き採用しておりま

したが、当事業年度から下記の通り変更す

ることとしました。 

① 千葉店、名古屋栄店、星ヶ丘店、新潟

店 

平成10年４月１日前に取得した賃貸ビ

ル以外の建物（附属設備を除く）につ

いて、定率法から定額法に変更しまし

た。また、賃貸ビルの建物附属設備に

ついて定額法から定率法に変更しまし

た。 

② 福岡店、鹿児島店 

建物（附属設備を除く）以外の有形固

定資産について定額法から定率法に変

更しました。 

これは、新設合併に伴い進めてきた固定資

産管理システムの統合が、当事業年度に完

了したのを機に減価償却方法の見直しを行

い、全社的に有形固定資産の減価償却方法

を統一してより望ましい会計方針を採用す

るために行ったものであります。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合

と比較して販売費及び一般管理費は126百

万円増加し、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益は126百万円減少しておりま

す。 

――――― 
  

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より、固定資産の減損に係

る会計基準（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成15年10月31日 企

業会計基準適用指針第６号）を適用してお

ります。これにより営業利益及び経常利益

は422百万円増加し、税引前中間純損失は

9,924百万円増加しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後

の中間財務諸表等規則に基づき当該各資産

の金額から直接控除しております。 

――――― 
  

  

――――― 
  

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年12月９日 企業会

計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準適用指針第８号）を適

用しております。従来の資本の部の合計に

相当する金額は100,952百万円でありま

す。 

なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間貸借対照表の

純資産の部については、改正後の中間財務

諸表等規則により作成しております。 

――――― 
  

  

 



前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

――――― 
  

  

（ストック・オプション等に関する会計基

準） 

当中間会計期間より、「ストック・オプシ

ョン等に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成17年12月27日 企業会計基準

第８号）及び「ストック・オプション等に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成18年５月31日 企業会計基

準適用指針第11号）を適用しております。

この変更の損益に与える影響は軽微であり

ます。 

――――― 
  

  



追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

（法人事業税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示方法） 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成

15年法律第９号）が平成15年３月31日に公布

され、平成16年４月１日以後に開始する事業

年度より外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間会計期間から「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算書上の表

示についての実務上の取扱い」（平成16年２

月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び

資本割については、販売費及び一般管理費に

計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費は318百万

円増加し、営業利益、経常利益及び税引前中

間純利益は318百万円減少しております。 

――――― １．法人事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示方法 

「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年３月

31日に公布され、平成16年４月１日以後

に開始する事業年度より外形標準課税制

度が導入されたことに伴い、当期から

「法人事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（平成16年２月13日 企業会

計基準委員会 実務対応報告第12号）に

従い法人事業税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一般管理費に計

上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費は561百

万円増加し、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益は561百万円減少しており

ます。 

  

  

  

  

  

  

２．新店舗出店の決議 

平成17年10月13日開催の取締役会におい

て、西日本旅客鉄道株式会社とそのグル

ープ会社である大阪ターミナルビル株式

会社とかねてより協議していた、ＪＲ大

阪駅新北ビル内商業施設の百貨店ゾーン

への出店を決議しました。 

店舗名   株式会社三越 大阪店 

場所    ＪＲ大阪駅新北ビル内百貨

店ゾーン 

地下２階～10階部分に出店 

売場面積  約50,000平方メートル 

開業時期  2011年（平成23年）春予定 

売上目標  55,000百万円（開店後１年

間） 

投資額   40,000百万円 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年８月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前事業年度末 
（平成18年２月28日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  163,466百万円

 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  164,488百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  165,505百万円

※２ 担保に供している資産 ――――― ※２ 担保に供している資産 

建物 4,693百万円

土地 73,000百万円

合計 77,693百万円

 建物 4,637百万円

土地 73,000百万円

合計 77,637百万円

上記物件は、短期借入金612百万円の

担保に供しております。 

  上記物件は、短期借入金304百万円の

担保に供しております。 

 ３ 偶発債務   ３ 偶発債務  ３ 偶発債務 

(1）従業員住宅ローン保証 

  2,861百万円

(1）従業員住宅ローン保証 

  2,298百万円

(1）従業員住宅ローン保証 

  2,551百万円

(2）関係会社銀行借入金保証予約 

㈱三越不動産 22,974百万円

㈱三越物流 2,808百万円

三越縫製㈱ 273百万円

英国三越LTD. 79百万円

フランス三越S.A.S. 10百万円

合計 26,145百万円

偶発債務合計 29,007百万円

(2）関係会社銀行借入金保証予約 

㈱三越不動産 14,890百万円

㈱三越物流 1,375百万円

英国三越LTD. 178百万円

合計 16,443百万円

偶発債務合計 18,742百万円

(2）関係会社銀行借入金保証予約 

㈱三越不動産 15,905百万円

㈱三越物流 1,700百万円

フランス三越S.A.S. 275百万円

英国三越LTD. 90百万円

合計 17,971百万円

偶発債務合計 20,522百万円

―――――   ４ 貸出コミットメント 

子会社13社とグループＣＭＳに係る基本

約定を締結し、貸付限度額を設定してお

ります。 

これらの契約に基づく当中間会計期間末

の貸付未実行残高は次のとおりでありま

す。 

ＣＭＳによる貸付限

度額 

23,800百万円

貸付実行残高 111百万円

差引未実行残高 23,688百万円

  ４ 貸出コミットメント 

子会社８社とグループＣＭＳに係る基本

約定を締結し、貸付限度額を設定してお

ります。 

これらの契約に基づく当事業年度末の貸

付未実行残高は次のとおりであります。 

ＣＭＳによる貸付限

度額 

17,400百万円

貸付実行残高 721百万円

差引未実行残高 16,678百万円



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

※１ 減価償却実施額 ※１ 減価償却実施額 ※１ 減価償却実施額 

有形固定資産 5,511百万円

無形固定資産 362百万円

有形固定資産   4,615百万円

無形固定資産   356百万円

有形固定資産 11,112百万円

無形固定資産 752百万円

※２ 営業外収益の主な内訳 

受取利息 126百万円

債務勘定整理益 1,610百万円

※２ 営業外収益の主な内訳 

受取利息 142百万円

受取配当金 1,223百万円

債務勘定整理益 1,551百万円

※２ 営業外収益の主な内訳 

受取利息 247百万円

債務勘定整理益 3,135百万円

※３ 営業外費用の主な内訳 

支払利息 2,523百万円

商品棚卸不足 224百万円

債務勘定整理益繰戻損 1,229百万円

※３ 営業外費用の主な内訳 

支払利息 2,434百万円

商品棚卸不足 203百万円

債務勘定整理益繰戻損 1,198百万円

※３ 営業外費用の主な内訳 

支払利息 4,984百万円

商品棚卸不足 476百万円

債務勘定整理益繰戻損 2,375百万円

※４ 特別利益の内訳 

固定資産売却益 9,186百万円

固定資産売却益は、大阪店の土地等

の売却によるものであります。 

投資有価証券売却益 75百万円

関係会社株式売却益 116百万円

関係会社株式売却益は、子会社であ

る株式会社シュテルン川口の株式売

却によるものであります。 

※４ 特別利益の内訳 

貸倒引当金取崩益 1百万円

固定資産売却益 2,005百万円

固定資産売却益は、土地及び建物

等の売却によるものであります。 

投資有価証券売却益 585百万円

現状回復費用等戻入益 386百万円

原状回復費用等戻入益は、閉鎖店

舗に係る賃借店舗の撤退条件変更

による原状回復費用等の戻入益で

あります。 

※４ 特別利益の内訳 

固定資産売却益 9,802百万円

固定資産売却益は、土地の売却によ

るものであります。 

投資有価証券売却益 75百万円

差入保証金等戻入益 2,541百万円

差入保証金等戻入益は、閉鎖店舗に

係る賃借店舗の撤退条件変更による

差入保証金及び原状回復費用等の戻

入益であります。 

その他 116百万円

※５ 特別損失の内訳 

固定資産除却損の内訳は次のとおり

であります。 

店舗閉鎖損失は、閉鎖を決定した店

舗に係る固定資産除却損等でありま

す。 

早期退職措置関連損失は、早期退職

特別優遇措置による退職者への特別

退職金等であります。 

  

固定資産除却損 863百万円

建物設備 676百万円

その他 187百万円

店舗閉鎖損失 760百万円

早期退職措置関連損失 190百万円

投資有価証券評価損 0百万円

関係会社株式評価損 635百万円

災害損失 43百万円

※５ 特別損失の内訳 

固定資産除却損の内訳は次のとおり

であります。 

   早期退職措置関連損失は、早期退職

特別優遇措置による退職者への特別

退職金等であります。 

固定資産売却損 312百万円

固定資産除却損 975百万円

建物設備 795百万円

その他 180百万円

減損損失 10,347百万円

早期退職措置関連損失 1,107百万円

投資有価証券評価損 28百万円

関係会社株式評価損 295百万円

子会社投資損失引当金

繰入額 
117百万円

その他 502百万円

※５ 特別損失の内訳 

固定資産売却損は、土地の売却によ

るものであります。 

固定資産除却損の内訳は次のとおり

であります。 

店舗閉鎖損失は、閉鎖を決定した店

舗に係る損失であり、内訳は次のと

おりであります。 

早期退職措置関連損失は、早期退職

特別優遇措置による退職者への特別

退職金等であります。 

関係会社整理損は、子会社である株

式会社サンナカムラを清算すること

に伴う損失見込額であります。 

固定資産売却損 260百万円

固定資産除却損 1,462百万円

建物設備 1,198百万円

その他 264百万円

店舗閉鎖損失 2,106百万円

固定資産除却損 527百万円

店舗賃貸借契約 

解約損 
1,578百万円

早期退職措置関連損失 190百万円

投資有価証券評価損 0百万円

関係会社整理損 262百万円

関係会社株式評価損 635百万円

子会社投資損失引当金

繰入額 
189百万円

その他 866百万円

 



前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

――――― 

  

  

※６ 当中間会計期間において当社は、以下

の資産グループについて減損損失を計

上しております。 

(1）減損損失を認識した資産グループの

概要 

(2）減損損失の認識に至った経緯 

店舗における営業活動から生じる損益

が継続してマイナスまたは継続してマ

イナスとなる見込みである資産グルー

プ、及び遊休状態にある資産グループ

の帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別

損失に計上しております。 

(3）減損損失の内訳 

（※）リース資産、無形固定資産を含め

ております。 

(4）資産のグルーピングの方法 

キャッシュ・フローを生み出す最小単

位として、管理会計上の区分を基礎と

し主に店舗を基本単位としてグルーピ

ングしております。 

(5）回収可能価額の算定方法 

資産グループの回収可能価額のうち、

正味売却価額については不動産鑑定評

価基準または固定資産税評価額等を基

に算定した金額により評価しており、

使用価値については将来キャッシュ・

フローを５％で割引いて算定しており

ます。 

場所 用途 種類 
減損損失

(百万円)

千葉店 

（千葉市中央区） 
店舗 

建物設備 

・土地等 
2,170 

広島店 

（広島市中区） 
店舗 

建物設備 

・土地等 
353 

福岡店 

（福岡市中央区） 
店舗 建物設備等 3,879 

鹿児島店 

（鹿児島市呉服町） 
店舗 

建物設備 

・土地等 
3,148 

その他店舗 店舗 建物設備等 728 

その他 
遊休

資産 
土地等 66 

合計 10,347 

建物設備 7,265百万円

土地 1,760百万円

その他（※） 1,321百万円

合計 10,347百万円

――――― 

  

 ７ 納付税額及び法人税等調整額 

中間会計期間に係る納付税額及び法人

税等調整額は、当期において予定して

いる利益処分による圧縮積立金の取崩

しを前提として、当中間会計期間に係

る金額を計算しております。 

――――― ――――― 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

 １．自己株式に関する事項 

 （注）（1）普通株式の自己株式の増加は、単元未満株の買取による増加であります。 

     （2）普通株式の自己株式の減少は、単元未満株の売却による減少41,712株及び、ストック・オプションの行使

による減少5,000株であります。 

  

 前事業年度末株式数
当中間会計期間  
増加株式数 

当中間会計期間  
減少株式数 

当中間会計期間末 
株式数 

普通株式（株） 22,111,608 84,623 46,712 22,149,519 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

借手側 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

           器具備品 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

借手側 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額、減損損失累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

           器具備品 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

借手側 

① リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

  

           器具備品 

取得価額相当額 5,679百万円

減価償却累計額相当額 1,249百万円

中間期末残高相当額 4,429百万円

取得価額相当額 5,813百万円

減価償却累計額相当額 2,224百万円

減損損失累計額相当額 273百万円

中間期末残高相当額 3,315百万円

取得価額相当額 5,611百万円

減価償却累計額相当額 1,769百万円

期末残高相当額 3,842百万円

② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料中間期末残高相当額

及びリース資産減損勘定中間期末残

高 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 1,155百万円

１年超 3,273百万円

合計 4,429百万円

 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 1,062百万円

１年超 2,490百万円

合計 3,552百万円

リース資産減損勘定の

残高 
236百万円

１年内 1,095百万円

１年超 2,747百万円

合計 3,842百万円

（注）取得価額相当額及び未経過リー

ス料中間期末残高相当額は、未

経過リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しておりま

す。 

（注）   同左 （注）取得価額相当額及び未経過リー

ス料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 ③ 支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額及び減

損損失 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 590百万円

減価償却費相当額 590百万円

支払リース料 555百万円

リース資産減損勘

定の取崩額 
38百万円

減価償却費相当額 517百万円

減損損失 275百万円

支払リース料 1,162百万円

減価償却費相当額 1,162百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

(1）借手側 

未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引 

(1）借手側 

未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引 

(1）借手側 

未経過リース料 

１年内 3,049百万円

１年超 39,206百万円

合計 42,256百万円

１年内 2,901百万円

１年超 36,473百万円

合計 39,375百万円

１年内 2,995百万円

１年超 37,924百万円

合計 40,919百万円

(2）貸手側 

未経過リース料 

(2）貸手側 

未経過リース料 

(2）貸手側 

未経過リース料 

１年内 2,070百万円

１年超 6,250百万円

合計 8,320百万円

１年内 2,070百万円

１年超 4,180百万円

合計 6,250百万円

１年内 2,070百万円

１年超 5,215百万円

合計 7,285百万円



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成17年８月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当中間会計期間末（平成18年８月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度末（平成18年２月28日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

（１株当たり情報） 

 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間（自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31日） 

 平成17年10月13日開催の取締役会において、西日本旅客鉄道株式会社とそのグループ会社である大阪ターミナ

ルビル株式会社とかねてより協議していた、ＪＲ大阪駅新北ビル内商業施設の百貨店ゾーンへの出店を決議しま

した。 

店舗概要 

① 店舗名   株式会社三越 大阪店 

② 場所    ＪＲ大阪駅新北ビル内百貨店ゾーン 

地下２階～10階部分に出店 

③ 売場面積  約50,000平方メートル 

④ 開業時期  2011年（平成23年）春予定 

⑤ 売上目標  550億円（開店後１年間） 

⑥ 投資額   400億円 

当中間会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日） 

 当社グループの物流事業再構築の一環として、当社の連結子会社である株式会社三越物流の事業を終了するこ

とに伴い、下記の通り退職特別措置による退職者の募集を行うこととしました。 

① 退職者募集の内容 

募集対象者 平成18年４月７日時点で当社から株式会社三越物流へ出向している当社社員 

募集期間  平成18年４月24日から平成18年５月12日まで 

応募人員  73名 

退職日   平成18年８月31日 

② 損益に与える影響額 

 特別退職金の支出等により、平成19年２月期に1,104百万円の特別損失を計上する予定であります。 



(2) 【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1) 有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度 

（第３期） 

自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日 

平成18年５月24日 

関東財務局長に提出 

(2) 臨時報告書 
  

  

  

  

平成18年７月20日 

関東財務局長に提出 

  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条２項第19号（財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象）の規

定に基づく臨時報告書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



 独立監査人の中間監査報告書  

 平成17年11月８日

株式会社 三越  

 取締役会 御中  

 新日本監査法人 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 田 口 茂 雄 ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 中 村 雅 一 ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 阪 中   修 ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社三越の平成17年３月１日から平成18年２月28日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年３月１日から平成

17年８月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金

計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社三越及び連結子会社の平成17年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成17年３月１日から平成17年８月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情

報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は、平成17年10月13日開催の取締役会において、ＪＲ大阪駅新北

ビル内への出店を決議した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。 



 独立監査人の中間監査報告書  

 平成18年11月９日

株式会社 三越  

 取締役会 御中  

 新日本監査法人 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 中 村 雅 一 ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 阪 中   修 ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 由 良 知 久 ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社三越の平成18年３月１日から平成19年２月28日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年３月１日から平成

18年８月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資

本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社三越及び連結子会社の平成18年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結

会計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情

報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は、当中間連結会計期間から固定資産の減損に係る会計基準を適用し

ているため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。 



 独立監査人の中間監査報告書  

 平成17年11月８日

株式会社 三越  

 取締役会 御中  

 新日本監査法人 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 田 口 茂 雄 ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 中 村 雅 一 ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 阪 中   修 ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社三越の平成17年３月１日から平成18年２月28日までの第３期事業年度の中間会計期間（平成17年３月１日から平成17

年８月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。こ

の中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社三越の平成17年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年３月１日か

ら平成17年８月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 「重要な後発事象」に記載されているとおり、会社は、平成17年10月13日開催の取締役会において、ＪＲ大阪駅新北

ビル内への出店を決議した。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。 



 独立監査人の中間監査報告書  

 平成18年11月９日

株式会社 三越  

 取締役会 御中  

 新日本監査法人 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 中 村 雅 一 ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 阪 中   修 ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 由 良 知 久 ㊞ 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社三越の平成18年３月１日から平成19年２月28日までの第４期事業年度の中間会計期間（平成18年３月１日から平成18

年８月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書に

ついて中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社三越の平成18年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年３月１日か

ら平成18年８月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は、当中間会計期間から固定資産の減損に係る会計基準を適用してい

るため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。 
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